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（仮称）名古屋三河道路（西知多道路～名豊道路区間） 環境影響評価 

方法書についての知事意見 

 

都市計画決定権者は、以下の事項について十分に検討した上で、適切に環境影響評価

を実施し、その結果を踏まえ、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）を作成

する必要がある。 
 

１ 全般的事項 

（１）事業計画及び工事計画の詳細が明らかになっていないことから、具体化した計画

の内容及びその検討の経緯を準備書に記載すること。 

（２）調査手法、調査地点及び予測地点が具体的に示されていない環境影響評価の項目

があることから、これらについて、今後、具体化される事業計画、工事計画等を踏

まえ、専門家の意見を聴きながら、妥当性を十分に検討した上で適切に設定すると

ともに、その設定理由を準備書にわかりやすく記載すること。 

（３）調査、予測及び評価の実施並びに事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、

環境の保全に関する最新の知見を考慮し、最善の手法、利用可能技術を導入するな

ど、より一層の調査、予測及び評価の精度向上並びに環境影響の低減について検討

すること。 

（４）環境影響評価の実施中に環境への影響に関し新たな事実が生じた場合等におい

ては、必要に応じて、選定された項目及び手法を見直し、調査、予測及び評価を行

うこと。 

 

２ 大気質、騒音、振動 

対象事業実施区域及びその周辺には、住居や学校、病院その他の環境の保全につ

いての配慮が特に必要な施設が存在していることから、大気質、騒音及び振動（以

下「大気質等」という。）による生活環境への影響が懸念される。 

このため、建設機械の稼働及び自動車の走行等による大気質等への影響について、

適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環境保全措置を検討し、環

境影響を回避、低減すること。 

 

３ 水質 

 対象事業実施区域及びその周辺では、河川等が存在していることから、工事の実

施に係る濁水やアルカリ排水の流出による影響が懸念される。 

このため、水質への影響について、適切に調査、予測及び評価を行い、その結果

を踏まえた環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減すること。 
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４ 動物、植物、生態系 

（１）対象事業実施区域及びその周辺には、鳥獣保護区や重要な植物種の生育地等が存

在するなど多様な生物の生息・生育環境となっていることから、事業の実施により

これらへの影響が懸念される。 

   このため、専門家等の指導・助言を得ながら、動物、植物及び生態系への影響に

配慮した事業計画とするとともに、適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を

踏まえた環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減すること。 

   なお、重要な植物種の予測及び評価に当たっては、人為的移入の可能性について

も留意すること。 

（２）対象事業実施区域及びその周辺において、希少な猛禽類の営巣等が確認された場

合には、必要に応じて専門家の指導、助言を得ながら、「猛禽類保護の進め方（改

訂版）－特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて－（平成 24 年 12 月 環境

省）」等を参考として、少なくとも２営巣期を含む調査期間を設定するなど、適切

に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環境保全措置を検討し、環境影

響を回避、低減すること。 

（３）対象事業実施区域及びその周辺には、渡り鳥や夜行性の鳥類が生息する可能性が

あることから、専門家等の指導・助言を得ながら、適切に調査、予測及び評価を行

い、その結果を踏まえた環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減すること。 

（４）対象道路の存在により動物の生息地の分断が懸念されることから、専門家等の指

導・助言を得ながら、生息地及び移動経路の把握に努め、生息地の分断が動物集団

にもたらす影響について、適切に予測及び評価を行い、その結果を踏まえた環境保

全措置を検討し、環境影響を回避、低減すること。 

 
５ 景観、人と自然との触れ合いの活動の場 

対象事業実施区域及びその周辺には、知多半島サイクリングロードなどの主要な人

と自然との触れ合いの活動の場が存在している。 

このため、これらへの影響を適切に把握できる時期を選定した上で、調査、予測及

び評価を行い、その結果を踏まえた環境保全措置を検討し、環境影響を回避、低減

すること。 

 

６ その他 

準備書の作成に当たっては、住民等の意見を十分に検討するとともに、わかりやす

い図書となるよう努めること。 
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                            知環発第１５８号  

                          令和８年４月７日  

 愛知県知事 様 

                     知多市長 伊 藤 清一郎  

 

（仮称）名古屋三河道路（西知多道路～名豊道路区間）環境影響評価

方法書について（回答） 

 

 令和８年３月５日付け７環活第５９５号で照会のありましたこのことについて、

環境保全の見地からの意見は、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 事業計画の検討に当たっては、生活環境を損なうことのないよう配慮するこ

と。 

２ 市民等から寄せられた意見に対して、十分な検討を行い適切な対応をとるこ

と。 

３ 各検討対象について回避が困難又は、必ずしも十分に影響が低減されないおそ

れのある場合は、必要となる適切な環境保全措置を講じ、その内容を明確にする

こと。 

４ 一部区間で盛土構造となることが想定されており、汚染された土壌、産業廃棄

物等が混入しないよう適切な環境保全措置を講ずること。 

５ 準備書の作成にあたっては、市民にわかりやすい内容となるよう努めること。 

 

（連絡先 環境政策課 電話０５６２－３６－２６６０（直通）） 
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８東環第 156 号  

令和８年４月 10 日 

 

愛知県知事 殿 

 

東浦町長 日 髙 輝 夫 

 

（仮称）名古屋三河道路（西知多道路～名豊道路区間）環境影響評価方法書 

について（回答） 

 令和８年３月５日付け７環活第 595 号にて照会のありましたこのことについて、下

記のとおり意見を提出します。 

 

記 

 
学校や保育所、老人福祉施設、住居地域など、配慮が必要な施設が存在している

ことから、工事期間を含め、騒音や振動等の公害発生防止に努め、周囲への影響を

十分考慮し評価すること。 

 

動植物および生態系へ与える影響の回避または低減に努め、周辺自然環境への

影響を十分考慮し評価すること。重要な動植物が確認されている箇所については、

必要に応じて専門家等の指導・助言を得ながら、適切な環境保全措置を検討するこ

と。 

 

 
 

 

 

【連絡先】 

東浦町役場 地域創造部環境課環境マネジメント係 

代表電話：0562－83－3111（内線 285・282） 

E-mail：kankyo@town.aichi-higashiura.lg.jp 

mailto:kankyo@town.aichi-higashiura.lg.jp
a111158100
写


